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�愛媛県告示第４７０号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

令和３年４月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除に係る保安林の所在場所

宇和島市津島町増穂丁１０７５の１６６

２ 保安林として指定された目的

かん

水源の涵養

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第４７１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、松山広域都市計画公園の変

更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供

�愛媛県告示第４６８号
次のとおり落札者を決定した。

令和３年４月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４６９号
次のとおり落札者を決定した。

令和３年４月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

落札に係る特定役務の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

広報紙の印刷及び新聞折り込み業務
一式

愛媛県企画振興部
政策企画局広報広
聴課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和３年３月２９日
株式会社愛媛新聞社
愛媛県松山市大手町一
丁目１２番地１

７．１５円
（一部当たり） 一般競争入札 令和３年２月１６日

落札に係る特定役務の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

愛媛県ドクターヘリ運航業務 １式

愛媛県保健福祉部
社会福祉医療局医
療対策課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和３年３月２２日

中日本航空株式会社・
愛媛航空株式会社共同
事業体
代表法人 中日本航空
株式会社
愛知県西春日井郡豊山
町大字豊場字殿釜２番
地

２３０，６３０，４００円
（年額）

総合評価一般競
争入札 令和３年２月９日

毎週（火・金）曜日発行 第１９５号 令和３年４月６日

令和３年４月６日火曜日 第１９５号

愛 媛 県 報
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する。

令和３年４月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４７２号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について、次のとおり協議が成立

した。

その関係図書は、愛媛県庁及び中予地方局建設部に備え置いて縦覧に供する。

令和３年４月６日

愛媛県中予地方局長 � 橋 敏 彦

１ 河川の名称、河川管理施設の名称又は種類、河川管理施設の位置並びに管理を行う者の氏名及び住所

河 川 の 名 称 河川管理施設の
名称又は種類 河 川 管 理 施 設 の 位 置 管理を行う者の氏名及び住所

二級河川高山川水系
高山川 高山川右岸堤防 松山市保免３３番１地先から松山市保免３４番１地先まで 道路管理者 松山市長

松山市二番町四丁目７番地２

２ 管理の内容

� 道路専用施設（路面（路盤までの部分を含む。）、路肩、道路の附属物その他の専ら道路の管理上必要な施設又は工作物で、別図に

茶色で着色したものをいう。以下同じ。）の新設（道路の附属物に係るものに限る。）、改築、維持又は修繕

� 路肩に接する法面で、別図に緑色に着色した区域内のものについての維持

� 原則として、道路専用施設に係る災害復旧

３ 管理の期間

令和３年４月６日から道路の存続する日まで

�愛媛県告示第４７３号
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項の規定によりパ－キング・チケット発給手数料の収納事務を次のとおり委託し

た。

令和３年４月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４７４号
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項の規定によりパ－キング・チケット発給手数料の収納事務を次のとおり委託し

た。

令和３年４月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�
愛 媛 県

告示第１号
愛媛県公営企業管理局

特定調達に係る苦情処理手続要綱（平成８年４月
愛 媛 県

告示第２号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。
愛媛県公営企業管理局

令和３年４月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県公営企業管理者 山 口 真 司

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

受託者名称 受託者の主たる事務所の所在地 委託した事務の範囲及び内容 委 託 期 間

有限会社 セイコービルサービス 愛媛県松山市北藤原町１番地１８ パ－キング・チケット発給設備（松山市
内）からの手数料の収納の事務

令和３年４月１日から

令和４年３月３１日まで

受託者名称 受託者の主たる事務所の所在地 委託した事務の範囲及び内容 委 託 期 間

有限会社 セイコービルサービス 愛媛県松山市北藤原町１番地１８ パ－キング・チケット発給設備（今治市
内）からの手数料の収納の事務

令和３年４月１日から

令和４年３月３１日まで

愛 媛 県 報令和３年４月６日 第１９５号
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公 告

�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛統一労働組合執行委員長水野満夫から次のとおり争

議行為を行う旨の通知が令和３年３月２６日あったので公表する。

令和３年４月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事件 � ２０２１年度賃金引き上げその他に関する事項

� 労働法違反、実質的団体交渉拒否、労働組合員を理

由とした差別取扱いなどの不当労働行為、就業規則改

悪（労働契約違反、退職金規定改悪、諸権利改悪など

により組合員が不利益取扱いを受けた場合など）に関

する事項

� 労働基準法違反の是正に関する事項

� 愛媛県地方労働委員会（現在の愛媛県労働委員会）

立会で成立した平成９年６月２４日付ならびに平成１０年

５月８日付和解協定書の誠実な履行に関する事項

� 愛媛県地方労働委員会（現在の愛媛県労働委員会）

立会で成立の和解協定（３項）（平成１０年５月８日付）

による「新賃金体系」により締結した「平成１１年度賃

金引き上げその他に関する協定書」に基づき、平成１２

年度以降の定期昇給分の支払に関する事項

� 団体交渉において合意した内容を協定締結する件に

関する事項

� 諸手当に関する事項

� 定年に関する事項

	 社会保険料負担割合に関する事項


 経理内容の公開に関する事項

� 就業規則に関する事項

� 休日・休暇・労働時間に関する事項

 介護休業制度について関する事項

� 法定外労働災害補償に関する事項

� 継続雇用たる準職員に関する事項

� 労使合意遵守に関する事項

� 人員増及び労働密度の軽減に関する事項

� 賃金・労働条件・雇用に関する事前協議同意約款協

定締結に関する事項

� 労使関係の正常・適法化に関する懸案事項に関する

事項

� 事業計画に関する事項

� 各事業所における休憩の時間帯及びその取得方法に

関する事項

� 職員の欠員補充に関する事項

� 組合員の院内異動に関する事項

� 勤務表に関する事項

� 労働基準法により３６協定及び就業規則の変更等に伴

い必要とされる過半数代表者の選任に関する事項

� セクシュアルハラスメントに関する事項

� 福利厚生に関する事項

� 労働安全衛生に関する事項

� 各部署の配置人員と最低人員に関する事項

� 各事業所において発生した問題の処理に関する事項

� その他、未解決事項の早期解決に関する事項

２ 日時 ２０２１年４月９日正午より本問題が解決に至る間

３ 場所

法 人 名 所 在 地

公益財団法人 正光会今治病院 今治市高市甲７８６－１３

公益財団法人 正光会宇和島病院 宇和島市柿原１２８０番地

４ 概要 前記記載の場所においてあらゆる形の争議行為を単独ま

たは併用して実施する。

改 正 後 改 正 前

１・２ 省略

３ 苦情の申立て

� 供給者は、特定調達が

政府調達に関する協定を改正する議定書（平成２６年

条約第４号）によって改正された政府調達に関する協定（平成

７年条約第２３号）、経済上の連携に関する日本国と欧州連合と

の間の協定（平成３０年条約第１５号）その他の国際約束（以下

「協定等」という。）に違反して行われたと判断する場合に

は、愛媛県特定調達苦情検討委員会（以下「委員会」とい

う。）に対し、苦情の申立てをすることができる。ただし、調

達機関に解決を求め、協議を行うよう努めるものとする。

� 省略

４～９ 省略

１・２ 省略

３ 苦情の申立て

� 供給者は、特定調達が政府調達に関する協定（平成７年条約

第２３号）、政府調達に関する協定を改正する議定書（平成２６年

条約第４号）によって改正された同協定

、経済上の連携に関する日本国と欧州連合と

の間の協定（平成３０年条約第１５号）その他の国際約束（以下

「協定等」という。）に違反して行われたと判断する場合に

は、愛媛県特定調達苦情検討委員会（以下「委員会」とい

う。）に対し、苦情の申立てをすることができる。ただし、調

達機関に解決を求め、協議を行うよう努めるものとする。

� 省略

４～９ 省略

令和３年４月６日 発行

愛 媛 県 報令和３年４月６日 第１９５号
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